
最高裁判所事務総局情報政策課事務分掌
(令和5年4月1日施行）

係 ’ 業 務

1公印の保管に関する事項

2課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項

3課の職員の人事､給与､服務､研修及び能率に関する事項
●

4課の物品､図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項

庶務係

5課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く｡）

6課の職員の共済組合事務に関する事項

7課の各係間の事務の調整に関する事項
ー

8課の他の係に属しない事項

1情報化戦略計画に関する事項
〃

■

■

■

■

■

■

2情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の
企画及び調整に関する事項

I

3情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事
項

■

4下級裁の情報化関連部署との調整

5デジタル専門人材に関する事項

情報企画係

6課の予算編成に関する事項

7行政府省の情報化施策との調整に関する事項

I ．

8情報システムを活用した業務見直しの企画･実施･評価等に関する事務の総
括管理 ，

9上記1～8に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討･支援
I 。

10その他､課の他の係に属しない情報化に関する企画全般
, I

1民事事件､刑事事件及び少年事件における情報システムの運用･保守に関す
る事項(改修､セキュリティ対策､機器更新の実施等を含む｡）

2民事事件(簡裁)における情報システムの運用･保守に関する事項(セキュリ
ティ対策等を含む｡）

情報システム第一係

3上記1及び2に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討･支援

I■■■■■■■■■■■■■■■■■



’ 係 業 務

1民事事件(地裁)における情報システム(情報システム第三係所管の情報シス
テムを除く｡）の運用･保守に関する事項(改修､セキュリティ対策､機器更新の実
施等を含む｡）

情
報
政
策
課

2最高裁判所汎用受付等システムの運用･保守に関する事項(システムの改
修､セキュリティ対策､機器更新の実施等を含む｡）

情報システム第二係

3上記1及び2に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討･支援

1民事事件(地裁)及び家事事件における情報システムの運用･保守に関する事
項(改修､セキュリティ対策､機器更新の実施等を含む｡）

2刑事事件における情報システム(情報システム第一係所管の情報システムを
除く｡）の運用･保守に関する事項(改修､セキュリティ対策､機器更新の実施等を
含む｡）

’
情報システム第三係

3上記1及び2に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討･支援

’ 1司法統計の企画､実施､指導に関する事項

2司法統計の公表､提供等に関する事項
■

■

統計情報係

■

4統計システムの運用｡保守に関する事項(改修､セキュリテｲ対策､機器更新
、

の実施等を含む｡） ‘

5上記1～4に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討･支援ロ

)職;職鰯轆畷茎需鮮繍薑轆癖宏
整備､運用及び保守に関する事項

2最高裁データセンタに関する運用､保守及び調整に関する事項

デジタル墓辮第一係

3上記1及び2の最適化の企画及び調整に関する事項

4上記1～3に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検

デジタル基盤第二係
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
室

3上記1及び2に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検、
討・支援

ロ

｜:擢禰罐鱸譲鶏懲鰕謹蓄ジﾀﾙ基盤第一係が所管す曲

2最高裁データセンタに関する運用､保守及び調整に関する事項
造強鋸

3情報ｼｽﾃﾑが利用する情報基盤ﾈｯﾄﾜｰｸ(デジﾀﾙ基盤第一係が所管す
デジタル基盤第三係

るものを除く｡）の整備､運用及び保守に関する事項

4上記1～3に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討･支援

関する事項



T－係 坐
禾 務

■

2裁判所の情報セキュリティの確保に関する機器及びｿﾌﾄｳｪｱの整備､運用
及び保守に関する事項

3上記1及び2に関する裁判手続等及び司法行政事務のデジタル化に向けた検
討‘支援

情報セキュリティ係

一

、


